
産業分類

Ｅ１５０ 5 15
Ｅ１５１ 378 3,679
Ｅ１５２ 28 470

合計 348 5 3353 3,820 10 282 33,548

Ｅ２５０ 4 5
Ｅ２５２ 92 3,760
Ｅ２５３ 56 3 2,012 170
Ｅ２５９ 207 4,978
Ｅ２６０ 5 11
Ｅ２６１ 45 991
Ｅ２６２ 59 1,512
Ｅ２６４ 54 604
Ｅ２６５ 83 2,353 △ 14
Ｅ２６６ 374 4,709
Ｅ２６７ 97 2,510
Ｅ２６９ 適用 5,888
Ｅ２７０ 適用 17
Ｅ２７１ 36 1 641 60
Ｅ２７２ 49 1 1,464 25
Ｅ３１０ 1 1
Ｅ３１１ 312 13,052 △ 184

Ｅ３１３ 24 511

合計 1,732 3 11,735 45,294 △264 3,024 442,006

Ｅ２７０ 4 59
Ｅ２７３ 117 3 1,984 133
Ｅ２７４ 92 1,754
Ｅ２７５ 150 △ 1 3,589 △ 210

Ｅ２８０ 8 218
Ｅ２８１ 40 △ 1 5,983 △ 258

Ｅ２８２ 171 4 7,353 222
Ｅ２８３ 3 65
Ｅ２８４ 161 7,387
Ｅ２８５ 20 929
Ｅ２８９ 149 7,380
Ｅ２９０ 2 7
Ｅ２９１ 207 4,828 9

Ｅ２９２ 70 2 2,472 26
Ｅ２９３ 43 2 1,730 35
Ｅ２９４ 20 452
Ｅ２９５ 5 230
Ｅ２９６ 35 △ 1 795 △ 10

Ｅ２９７ 68 2,529 △ 11

Ｅ２９９ 34 1 733 52

Ｅ３００ 4 751

Ｅ３０１ 39 2 2,846 △ 161

Ｅ３０２ 77 2,460

Ｅ３０３ 75 1 9,757 243

Ｅ３２０ 1 13

Ｅ３２３ 20 1,470
Ｅ３２９７ 190 2,316

合計 1,384 0 11,384 61,822 △250 3,422 558,150

Ｉ５６０ 1 23
Ｉ５６１ 32 1 4,590 △ 38

Ｉ５６９ 62 1 500 26

合計 49 0 449 3,846 0 284 33,562

※　事業所増減数及び増減人員数は、平成28年6月１日以降令和2年3月31日までの増減規模が１０人以上の事業場について集計
している。

       特定最低賃金　適用使用者数・適用労働者数（令和２年度）

平成28年
経済センサス

使用者数

事業
所増
減数

適用使用者数
平成28年

経済センサス
労働者数

※　除外者数は、最低賃金に関する実態調査結果を元に按分して算出した年齢による適用除外者数である。

はん用機械器具、生産用
機械器具、業務用機械器
具、自動車・同附属品、船
舶製造・修理業，舶用機
関製造業

計量器・測定器・分析機
器・試験機、医療用機械
器具・医療用品、光学機
械器具・レンズ、電子部
品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信
機械器具、時計・同部分
品、眼鏡製造業

各 種 商 品 小 売 業

※　平成28年経済センサスは、平成28年6月１日現在で公表されたものである。

適用労働者数
増減人
員数

除外者
数

印 刷 、 製 版 業

※　Ｅ150、Ｅ250、Ｅ260、Ｅ270、Ｅ310、Ｅ280、Ｅ290、Ｅ300、Ｅ310、Ｉ560の管理、補助的経済活動を行う事業所に係る使用者数及び
労働者数は、それぞれ適用業種（中分類）ごとに、特定最低賃金が適用される使用者数及び労働者数から按分して算出している。
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